
む個々の状況に応じた職業リハビリテーショ
ン計画の策定を行っている。

（イ）�障害のある人の就労の可能性を高める
ための支援（職業準備支援）

　障害のある人に対して、就職又は職場適応
に必要な障害特性や職業上の課題の把握とそ
の改善を図るための支援、職業に関する知識
の習得のための支援及び社会生活技能等の向
上のための支援を行っている。

（ウ）�障害のある人の職場適応に関する支援
（職場適応援助者（ジョブコーチ）支
援事業）

　就職又は職場適応に課題を有する知的障
害、精神障害のある人等の円滑な職場適応を
進めるため、事業所にジョブコーチを派遣し
て直接的かつ専門的な援助を行っている。

（エ）�精神障害のある人等に対する総合雇用
支援

　精神障害のある人及び事業主に対する雇用
支援を強化するため、主治医との連携の下、
新規雇入れ、職場復帰、雇用継続のそれぞれ
の雇用の段階に応じた専門的な支援を総合的
に行っている。
　特に、休職中の精神障害のある人及びその
方を雇用する事業主に対して、円滑な職場復
帰に向けた支援（リワーク支援）を進めてい
る。精神障害のある人に対しては、生活リズ
ムの立直しや集中力・持続力の向上等の支援
を行うとともに、事業主に対しては、職場の
受け入れ体制の整備等についての支援を行っ
ている。

（オ）�地域の就労支援機関に対する助言・援助
　各地域における障害者就業・生活支援セン
ターや就労移行支援事業者等の関係機関にお
いて、より効果的な職業リハビリテーション

が実施されるよう、職業リハビリテーション
に関する技術的事項についての助言や支援方
法に係る助言や援助を行っている。
　また、ジョブコーチの養成研修や関係機関
の職員等の知識・技術等の向上を図るための
実務的研修を行っている。

ウ　障害者就業・生活支援センター
　障害者就業・生活支援センターでは、障害
のある人の職業生活における自立を図るため
に、福祉や教育等の地域の関係機関との連携
の下、障害のある人の身近な地域（平成27年
４月現在325箇所）で就業面及び生活両面に
おける一体的な支援を行っている。
　例えば、就業やそれに伴う日常生活上の支
援を必要とする障害のある人に対し、就職に
向けた準備支援（職業準備訓練、職場実習の
あっせん）や求職活動等の就業に関する相談、
健康管理や住居、年金等の生活に関する相談
などを行っている。また、必要に応じ、ハロー
ワークや地域障害者職業センターなどの専門
的支援機関と連絡を取り合い、支援を引き継
ぐなど適切な支援機関への案内窓口としての
機能を担っている。
　平成25年度からは、より手厚い支援が必要
な精神障害者等に対応するため、精神障害者
等の職場定着を図る観点から、職場定着支援
を中心に実施する担当者を新たに配置し、精
神障害者等に対する支援体制の強化を図った。
　平成25年度に引き続き26年度においても障
害者就業・生活支援センターによる就労系障
害福祉サービスの利用に関する精神・発達障
害者の就労アセスメント、関係機関の連携及
び就労支援に係るアドバイザーの委嘱等を実
施した。

（２）障害特性に応じた雇用支援策

ア　精神障害のある人への支援
　精神障害のある人については、近年、ハロー
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ワークにおける新規求職者数が急激に伸びて
きており、その専門窓口では「精神障害者雇
用トータルサポーター」などの専門職員によ
る個々の障害特性に応じたきめ細かな相談支
援を行うとともに、精神障害のある人に関す
る事業主の意識啓発から就職後のフォロー
アップ等の事業主への働きかけを行っている。
　また、民間企業に対しては継続雇用する労
働者へ移行することを目的に、一定程度の期
間をかけて、週の所定労働時間を20時間以上
とすることを目指す、障害者短時間トライア
ル雇用奨励金の支給などを行っている。
　さらに平成23年度から、事業主等を対象に、
精神障害のある人の雇用管理をテーマにした
セミナーを開催しており、平成26年度は全国
10ブロックで開催した。
　なお、精神障害のある人については、これ
ら各般の取組を通して、その雇用促進を一層
図ることとしており、障害者基本計画（第３
次）では、50人以上の規模の事業主で雇用さ
れる精神障害のある人を、平成29年の障害者
雇用状況報告で3.0万人にすることを目指し
ており、平成26年６月１日現在で2.8万人と
なっている。

イ　発達障害のある人への支援
　発達障害のある人についても、近年ハロー
ワークにおける新規求職者数が増加してお
り、その雇用の促進を図ることが必要となっ
ている。そのため、ハローワークでは、発達
障害のある求職者に対する職業紹介を行うに
当たっては、地域障害者職業センターや発達
障害者支援センターと十分な連携を図り、対
応している。なかでも、発達障害などの要因
によりコミュニケーション能力に困難を抱え
ている求職者について、専門の支援員（就職
支援ナビゲーター（発達障害者等支援分））
によるきめ細かな就職支援を実施する「若年
コミュニケーション能力要支援者就職プログ

ラム」を実施している。
　また、発達障害のある人をハローワーク等
の職業紹介により新たに雇い入れ、雇用管理
に関する事項を把握・報告する事業主に対し
て助成を行う発達障害者・難治性疾患患者雇
用開発助成金による助成を実施しており、そ
の雇用促進を図っている。
　さらに、「発達障害者就労支援者育成事業」
として、支援関係者等の発達障害者支援のた
めの基盤作りのために、平成26年度は全国９
ブロックで発達障害のある人の就労支援者及
び当事者等を対象としたセミナーの開催や事
業所で発達障害のある人を対象とした職場実
習を実施し、発達障害のある人の雇用のきっ
かけづくりを行う啓発事業を実施した。

ウ　難病のある人への支援
　ハローワークでは、障害者手帳の有無にか
かわらず、就労支援の必要な難病のある人に
対して、難病相談・支援センターとの連携に
よる就労支援も行っている。平成25年度から
は、ハローワークに「難病患者就職サポー
ター」を配置し、難病相談・支援センターと
連携しながら、就職を希望する難病患者に対
する症状の特性を踏まえたきめ細かな就労支
援や在職中に難病を発症した患者の雇用継続
等の総合的な就労支援を行っている。
　また、難病のある人をハローワーク等の職
業紹介により新たに雇い入れ、雇用管理に関
する事項を把握・報告する事業主に対して助
成を行う「発達障害者・難治性疾患患者雇用
開発助成金」による助成を実施しており、そ
の雇用促進を図っている。
　平成23年には労働関係機関だけでなく、保
健・医療・福祉関係機関、患者団体等の幅広
い関係者の共通認識を促進するため「難病の
ある人の就労支援のために」を独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、
ハローワークをはじめとした就労支援機関等
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で、難病のある人の就労支援に活用している。

エ　在宅就業への支援
①　在宅就業支援制度
　自宅等で就業する障害のある人（在宅就業
障害者）の就業機会の確保等を支援するため、
これらの障害のある人に直接又は在宅就業障
害者に対する支援を行う団体として厚生労働
大臣の登録を受けた法人（在宅就業支援団体
（平成27年４月現在で23団体））を介して業
務を発注した事業主に対して、障害のある人
に対して業務の対価として支払われた金額に
応じて、障害者雇用納付金制度で、在宅就業
障害者特例調整金（常用雇用労働者数200人
以下（平成27年度からは100人以下）の事業
主については在宅就業障害者特例報奨金）を
支給する制度を運用している。
②　就労支援機器等の普及・啓発
　従来、障害のある人が就労困難と考えられ
ていた職業であっても、IT機器を利用する
ことにより、就労の可能性が高まってきてい
る。このため、障害のある人の職域拡大に資
することを目的として、高齢・障害・求職者
雇用支援機構で、障害のある人や事業主の
ニーズに対応した就労支援機器に関する情報
提供、貸出事業等を通じて、その普及・啓発
に努めている。

（３）「障害者に係る欠格条項」の見直し

　「障害者に係る欠格条項」とは、資格・免
許制度等において障害があることを理由に資
格・免許等の付与を制限したり、障害のある
人に特定の業務への従事やサービスの利用な
どを制限・禁止する法令の規定のことであり、
平成11年８月に「障害者施策推進本部」にお
いて「障害者に係る欠格条項の見直しについ
て」を決定し、平成16年６月には、対象とし
た63制度すべての見直しが終了したが、障害
のある人の資格取得等の機会が実質的に確保

されるためには、教育や就業環境など必要な
条件整備を併せて推進する必要があることか
ら、「障害者施策推進本部」における「課長
会議」の下に、「資格取得試験等における配
慮推進チーム」（障がい者制度改革推進本部
の設置（平成21年12月８日閣議決定）に伴い
廃止）を設け、全省庁横断的に、資格取得試
験等における障害への配慮のあり方について
検討を行い、平成17年11月、「資格取得試験
等における障害の態様に応じた共通的な配慮
について」を「課長会議」で決定し、国が直
接実施する資格取得試験等において、共通的
に対応すべき配慮事項として示している。

（４）就労に向けた各種訓練の推進

　国立障害者リハビリテーションセンター自
立支援局においては、就労を目指して、就労
移行支援、就労移行支援（養成施設）を実施
しており、就労に必要な知識・技能を獲得さ
せるため、障害のある人の特性に合わせた
様々な訓練を行っている。
　就労移行支援では、主として身体障害のあ
る方を対象に、各種訓練や職場実習をとおし
て働くための力を高める支援、職場開拓、就
職活動支援、職場定着支援等を実施している。
　就労移行支援（養成施設）では、視覚に障
害のある人を対象に、あん摩マッサージ指圧
師、はり師、きゅう師の資格を取得するため
に必要な学習の提供及び就労のための職場開
拓や就職活動支援、フォローアップ等を実施
している。
　就労に向けては、知識・技能の獲得もさる
ことながら、就職や開業後の人間関係形成の
観点から対人技能の獲得も重要であることか
ら、職場実習や臨床実習等の場面を通した支
援を行っている。
　また、発達障害のある人の就労支援につい
ては、平成24年度から開始された発達障害者
就労移行支援普及・定着化事業を踏まえ、就
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労移行支援においてサービス提供を実施し、
支援事例の蓄積を行っている。

（５）障害のある人の創業・起業等の支援

　生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障
害者世帯等に対し、資金の貸付けと必要な援
助指導を行うことにより、その経済的自立及
び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社
会参加の促進を図り、安定した生活を送れる
ようにすることを目的に、都道府県社会福祉
協議会を実施主体として運営されている。本
制度の資金種類の１つとして、「福祉資金」
が設けられており、障害者世帯が生業を営む
のに必要な経費や技能習得に必要な経費等の
貸付を行っている。

（６）�障害者の就労支援にあたっての農業部
局との連携

　障害者就労施設において、稲作や野菜、果
樹、花き、畜産、農産加工や販売等、幅広い
分野で農業活動等に取り組まれている。農業
を通じて高い賃金・工賃を実現している事業
所もあり、障害者の就労機会の確保や賃金・
工賃の向上といった面のみならず、地域の農
業における労働力不足への対応といった面で
も意味のある取組であり、農業と福祉の連携
の推進を図ることは重要な課題である。
　このため、農林水産省は、厚生労働省と連
携して「『農』と福祉の連携プロジェクト」
を推進し、障害者等のための福祉農園の開設・
整備等の取組を支援している。また、両省に
加え、農業関係団体や福祉関係団体も参加し
た、全国及びブロックごとの連絡協議会を設
けるとともに、農業関係者と福祉関係者との
相互理解を深めるための意見交換会の開催等
にも取り組んでいるところである。また、厚
生労働省は、工賃向上に取り組む事業所を後
押しするため、専門家等を派遣し事業所の技
術力の向上等を支援する「工賃向上計画支援

事業」を実施しており、農業分野で本事業を
活用している事例もあるところである。
　これらの取組を通じて、両省が連携しつつ、
優良事例や支援策の周知を含め積極的に情報
発信を行い、農業と福祉の連携や、それを通
じた障害者の賃金・工賃の向上の推進に取り
組むこととしている。

（７）職場での適応訓練

ア　職場適応訓練
　障害のある人に対し、作業環境への適応を
容易にし、訓練修了後も引き続き雇用される
ことを期待して、都道府県知事又は都道府県
労働局長が民間事業主に委託して実施する訓
練で、訓練生には訓練手当が、事業主には職
場適応訓練費（２万4,000円/月）が支給され
る（原則、期間６か月以内）。また、重度の
障害のある人に対しては、より訓練期間、支
給期間を長くし（１年以内）、職場適応訓練
費を上積み支給（２万5,000円/月）している。

イ　職場適応訓練（短期）
　障害のある人に対し、実際に従事すること
となる仕事を経験させることにより、就業へ
の自信を持たせ、事業主に対しては対象者の
技能程度、適応性の有無等を把握させるため、
都道府県知事又は都道府県労働局長が民間事
業主に委託して実施する訓練で、訓練生には
訓練手当が、事業主には、職場適応訓練費（960
円/日）が支給される（期間２週間以内）。　
　また、重度の障害のある人に対しては、よ
り訓練期間や支給期間を長くし（４週間以
内）、職場適応訓練費を上積み支給（1,000円/
日）している。

（８）�資格取得試験等（法務関係）における
配慮

　司法試験においては、障害のある人がその
有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、
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その障害が障壁となり、事実上の受験制限と
ならないために、障害のない人との実質的公
平を図り、そのハンディキャップを補うため
に必要な範囲で措置を講じている。具体的に
は、視覚障害者に対する措置として、パソコ
ン用電子データ又は点字による出題、解答を
作成するに当たってのパソコン（ワープロ）
の使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、
試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措
置として、解答を作成するに当たってのパソ
コン（ワープロ）の使用、拡大した答案用紙
の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措
置を講じている。
　司法書士試験、土地家屋調査士試験及び簡
裁訴訟代理等能力認定考査においては、その
有する知識及び能力を答案等に表すことにつ
いて障害のない人と比較してハンディキャッ
プを補うために必要な範囲で措置を講じてい
る。具体的には、弱視者に対する拡大鏡の使
用や記述式試験の解答を作成するに当たって
のパソコン（ワープロ）の使用を、また、試
験時間の延長を認める等の措置を講じている。

（９）�福祉施設等における仕事の確保に向け
た取組

ア　これまでの取組
　後期５か年計画において、国は公共調達に
おける競争性及び公正性の確保に留意しつ
つ、福祉施設等の受注機会の増大に努めると
ともに、地方公共団体等に対し、国の取組を
踏まえた福祉施設等の受注機会の増大の推進
を要請することとされていたことから、これ
を踏まえ、官公需（官公庁の契約）を積極的
に進めるため、各府省の福祉施設受注促進担
当者会議を開催し、更なる官公需の促進を依
頼するなどの取組を行うとともに、平成20年
に地方自治法施行令を改正し、地方公共団体
の契約について随意契約によることができる
場合として、地方公共団体が障害者支援施設

等から、クリーニングや発送作業などの役務
の提供を受ける契約を追加する措置を講じた。
　また、国等による障害者就労施設等からの
物品等の調達の推進等に関する法律（障害者
優先調達推進法）の施行（平成25年４月）に
あわせて、「予算決算及び会計令」を改正し、
随意契約によることができる場合として、「慈
善のため設立した救済施設から役務の提供を
受けるとき」を追加する措置を講じた。

イ　障害者優先調達推進法の成立
　障害のある人が自立した生活を送るために
は、就労によって経済的な基盤を確立するこ
とが重要である。そのためには、障害者雇用
を支援するための積極的な対策を図っていく
ことも重要であるが、加えて、障害者が就労
する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を
強化する取組が求められている。
　このような観点から、障害者就労施設等へ
の仕事の発注に関し、民間企業をはじめ国や
地方公共団体等において様々な配慮が行われ
てきた。
　平成25年４月からは、障害者優先調達推進
法が施行され、障害者就労施設等で就労する
障害のある人や在宅で就業する障害のある人
の自立の促進に資するため、国や地方公共団
体などの公的機関が物品やサービスを調達す
る際、障害者就労施設等から優先的に購入す
ることを進めるために、必要な措置を講じる
こととなった。当該法律に基づき、すべての
省庁等で調達方針を策定し、障害者就労施設
等が供給する物品等の調達に取り組んでい
る。（法律の概要については、図表５‒13）

（10）職業能力開発の充実

ア　�障害者職業能力開発校における職業訓練
の推進

　一般の公共職業能力開発施設において職業
訓練を受けることが困難な重度の障害のある
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